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ロ
資
料
一
一

訴
訟
上
の
和
解
に
関
す
る
剣
例

序

本
稿
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
闘
す
る
判
例
を
被
討
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
、
片
山
通
夫

A
判
例
に

現
は
れ
た
る
裁
判
上
の
和
解
V
〈
法
曹
合
雑
誌
二
傘
五
続
昭
七
)
に
引
間
さ
れ
た
判

1 

訟訴上の和解に関する判例

例
と
重
複
す
る
。
又
、
そ
れ
か
ら
孫
引
し
た
も
の
も
一
一
一
一
一
為
る
。
こ
の
黙
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

本
稿
は
、
判
例
の
包
含
す
る
論
理
の
燈
系
を
で
き
る
だ
け
統
一
的
に

組
み
た
て
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
つ
つ
い
て
、
批
創
刊
を
す
べ
き
で
あ

ろ
う
が
そ
れ
は
別
稿
に
譲
る
c

木
稿
は
判
例
法
の
研
究
で
は
な
レ
。
そ
れ
に

は
資
料
が
十
分
で
な
い
。
叉
和
解
に
関
す
る
墜
設
の
綴
討
も
別
稿
に
譲
る
。

2 木
稿
に
お
い
て
は
、
大
審
院
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
決
及
び
決
定
の
み
を

昇

山

取
扱
っ
て
い
る
c

3 

本
稿
に
お
け
る
約
束
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

和
解
u
H
訴
訟
上
の
和
解

民
二
決

1
第
二
民
事
部
決
定

民
三
判

1

録

二
小
判
l
第
二
小
法
廷
判
決

集

l
大
審
院
又
は
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
集

銭

1
大
審
院
判
決

第
三
民
事
部
判
汰「

和
解
ヲ
試
ミ
ル
」
あ
る
い
は
「
和
解
ヲ
試
ミ
シ
ム
ル
」

(
一
一
ニ
六
位
陣
)
と
い
う
行
篤
の
性
質
・
方
式

「
和
解
ヲ
郡
三
ル
」
行
震
は
法
律
上
の
行
話
か
事
質
上
の

行
総
か
、
法
律
上
の
行
鱈
な
ら
ば
、
そ
の
方
式
は
な
に
か
、
「
受
命
裁
判
官
若

ハ
受
託
裁
判
門
官
ヲ
シ
テ
和
解
ヲ
試
ミ
シ
ム
ル
」
と
き
は
、
例
え
ば
、
設
接
調

1 

問
題

- 37-

(
二
六
五
銭
)
読
人
尋
問
(
二
七
九
懸
賞
事
者
尋
問
(
三
四
二
ち
を
な
さ
し
む
る



料

場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
旨
の
数
刻
ハ
決
定
)
を
な
す
べ
き
か
、
受
命
受
託
裁

判
官
か
ら
和
解
の
た
め
出
践
を
命
ぜ
ら
れ
た
蛍
事
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

資

盟
人
が
正
醤
な
事
由
な
く
し
て
出
頭
し
な
い
と
き
は
こ
れ
に
劃
し
て
不
利
袋

(
例
え
ば
一
三
一
八
帥
号
、
制
裁
(
二
七
七
山
号
、
強
制
隠
分
(
二
七
八
僚
)
を
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
三
0
0係
翠
照
)
。

2 

判
例

右
の
諸
離
に
闘
す
る
判
例
は
甚
だ
少
い
。

A 

宅
地
境
界
確
認
並
に
建
物
取
除
請
求
事
件
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
裁

判
所
が
、
合
議
の
上
総
讃
の
た
め
現
場
に
出
張
す
る
受
命
判
事
に
よ
り
検
讃

後
そ
の
場
で
和
解
を
試
み
た
が
、
蛍
時
そ
の
回
日
の
文
書
を
作
成
せ
ず
叉
そ
の

回
目
を
公
廷
に
お
い
て
言
渡
さ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
和
解
の
無
効
、
訴
訟
の

米
終
結
を
理
由
と
し
て
、
期
目
指
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
を
、
却
下
し
た
の

に
針
し
て
抗
告
し
た
事
件
に
お
い
て
和
解
を
無
効
と
す
る
抗
告
理
由
に
劃
し

「A
円
議
裁
判
所
カ
受
命
判
事
ニ
依
り
和
解
ヲ
蹴
ム
ル
ニ
十
方
リ
特
ニ
英
判
事

ヲ
シ
テ
和
解
ヲ
試
ム
ル
回
目
ノ
文
書
ヲ
作
成
シ
叉
ハ
公
廷
ニ
於
一
ア
其
旨
ヲ
言
渡

ス
ヨ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
故
ニ
皐
ニ
斯
カ
ル
文
書
叉
ハ
一
言
渡
ナ
ケ
レ
ハ
ト
テ
受

命
判
事
ノ
翻
告
ニ
基
キ
成
立
シ
タ
ル
和
解
ヲ
不
適
法
ノ
そ
ノ
ナ
リ
J

ト
謂
ア
コ

ト
ヲ
得
ス
」

(
大
正
二
・
一
一
・
一
二
民
二
抽
出
棄
却
録
一
九
輯
八
九
四
頁
期
目
指
定
申
立
却
下

決
定
=
一
封
ス
ル
抗
告
事
件
、
拘
例
批
評
録
第
一
谷
四
四
地
本
曲
明
遺
評
寝
)

B 

訴
訟
上
の
和
解
に
基
く
共
有
登
記
を
な
す
義
務
を
履
行
し
な
い
も
の

に
釣
し
、
共
有
登
記
申
請
の
意
思
表
示
に
代
る
判
決
を
求
む
る
訴
が
提
起
さ

れ
た
富
市
件
に
お
い
て
、
受
命
判
事
が
第
一
審
の
静
岡
悼
協
調
を
す
る
序
に
、
受
訴

- 38ー

裁
判
所
の
和
解
翻
告
の
権
限
を
授
輿
に
す
る
回
目
の
決
定
な
し
に
、
験
設
の
場
所

で
詫
接
調
を
し
な
い
で
和
解
の
翻
告
を
し
、
和
解
が
成
立
し
た
黙
に
つ
い

て
、
和
解
の
勧
告
を
な
す
べ
き
旨
の
裁
判
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
和
解
は

不
適
法
で
あ
る
と
い
う
上
告
理
由
に
鈎
し

「
受
命
判
事
カ
讃
援
調
ヲ
篤
ス
ニ
蛍
ロ
テ
ハ
機
宜
ニ
従
ヒ
何
時
ニ
テ
モ
蛍

事
者
本
人
若
ハ
其
ノ
訴
訟
代
理
人
ニ
針
シ
和
解
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
グ
又

議
メ
受
訴
裁
判
所
ノ
英
ノ
旨
ノ
決
定
ア
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
」

(
昭
和
三
・

六
・
二
三
段
四
列
棄
却
築
七
谷
八
回
肌
五
O
五
一
員
山
林
共
有
登
記
手
練
請
求
事
件
、
列
例
民
事
法
五
O

菊
井
維
大
詳
蒋
)

C 

和
解
を
な
す
旨
の
職
擦
に
よ
る
決
定
に
基
き
指
定
さ
れ
た
和
解
及
び

口
頭
嬬
論
期
日
に
賞
事
者
双
方
出
頭
せ
ず
そ
の
後
三
ヶ
月
内
に
期
目
指
定
の

申
立
が
な
か
っ
た
た
め
訴
訟
取
下
と
み
な
さ
れ
た
酷
に
つ
い
て
、

「
裁
判
所
ノ
穏
シ
タ
ル
和
解
ノ
決
定
ハ
職
権
ヲ
以
テ
之
カ
施
行
ヲ
鱈
ス
へ

キ
コ
ト
勿
論
ナ
ル
モ
訴
訟
ニ
シ
テ
取
下
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
サ
レ
タ
ル
以

、
上
和
解
ノ
決
定
ハ
賞
然
茶
ノ
効
力
ヲ
失
ア
へ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
木
件
ニ
於
テ
抗

告
人
ノ
、
近
一
段
ス
ル
カ
如
キ
和
解
決
定
ア
リ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
}
ア
民
事
訴
訟
法
第

二
百
三
十
八
燦
ノ
諸
問
ヲ
除
外
サ
ル
へ
キ
筋
合
ノ
モ
ノ
ニ
非
ス
」



(
昭
和
六
・
コ
一
・
三
氏
ニ
剣
棄
却
新
聞
一
-
一
二
回
ニ
誠
一
六
頁
期
目
指
定
申
立
却
下
決
定
-
一
封
ス
ル
抗

告
事
件
)

3 

以
上
の
三
つ
の
判
例
の
有
し
う
る
内
容
を
、
で
き
る
限
り
、
矛
盾
な

い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
矛
盾
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
受
命
裁

判
官
H

に
事
質
上
「
和
解
ヲ
試
ミ
シ
」
め
た
場
合
で
も
、
成
立
し
た
和
解
は
遁

法
で
あ
る
。
受
命
裁
判
官
は
凌
穫
な
し
に
、
事
質
上
「
和
解
ヲ
試
ミ
」
る
こ

と
が
で
を
る
。
裁
判
所
が
、
和
解
を
試
み
る
と
き
は
、
そ
の
国
民
の
決
定
を
な

す
こ
と
は
も
と
よ
り
適
法
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
c

へ
裁
剣
所
が
和
解
を
な
す
旨
の
裁
列
を
す
る
場
合
に
は
無
方
式
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
U

E
と
冶
U
う

ま
で
も
な
い
、
列
例
A
が
己
札
に
反
す
る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
設
り
で
あ
る
(
湾
民
訴
二
回

五
傑
審
照
前
掲
排
出
木
評
四
伸
容
昭
川
)
)

」
の
判
例
の
結
論
を
理
由
ず
け
る
前
援
を
推
論
す
る
な
ら
ば
、
和
解
を
試

訴訟上の和解に関する判例

み
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
所
が
受
命
受
託
裁
判
官
に
和
解
を
試

み
し
む
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
授
擦
の
決
定
を
な
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
し

か
し
、
事
賃
上
和
解
を
鼠
み
し
め
た
場
合
で
も
、
受
命
裁
判
官
が
設
擦
調
期

日
で
事
質
上
和
解
を
試
み
た
場
合
で
も
、
成
立
し
た
和
解
は
遁
法
で
あ
る
こ

と
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
う
。

和
解
の
場
友
び
時
期

E 

問
題

和
解
は
、
受
訴
裁
判
所
が
行
う
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の

場
合
に
は
口
頭
鶏
論
期
日
に
お
い
て
行
う
の
が
通
例
で
あ
る
、
が
こ
の
ほ
か

に
、
い
つ
い
か
な
る
手
績
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と

が
、
一
一
際
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
阪
差
押
隈
随
分
手
績
に
お
い
て
は
、
控

訴
審
、
上
告
審
に
お
い
て
は
、
設
捕
時
調
期
日
に
お
い
て
は
、
口
頭
鶏
論
絡
結

後
に
お
い
て
は
、
口
頭
捧
論
開
始
前
に
お
い
て
は
、
ど
う
か
。

2 

判
例

A 

前
掲
二
2
A
事
件
に
つ
い
て

「

:
j
裁
判
所
ハ
:
:
:
ム
口
議
ノ
上
検
講
師
ノ
僑
メ
現
場
-
一
出
張
ス
ル
受
命

判
事
ニ
依
リ
検
詮
後
英
場
-
一
於
テ
和
解
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
ト
儒
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ

ν
ハ
・
:
:
該
受
命
判
事
ニ
於
-
ア
和
解
ヲ
試
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
勿
論
ニ
シ
テ

同
列
事
ノ
勧
告
-
一
墓
キ
成
立
シ
タ
ル
和
解
ノ
適
法
ナ
ル
コ
ト
多
言
ヲ
挨
タ

ス
」
(
前
掲
大
正
一
一

--F-
一
二
良
二
郷
〉

B 

前
掲
二

2
B
事
件
の
判
官

3 

右
に
掲
げ
た
二
つ
の
判
例
は
、
い
ず
れ
も
、
和
解
の
場
又
は
時
期
に

つ
い
て
直
接
に
判
断
を
下
し
た
も
の
で
は
な
い
。
が

一
般
的
に
何
時
で
も

和
解
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
前
提
し
て
お
り
、
受
命
判
事
の
詮
援
調
期

- 39ー

日
に
お
い
て
、
線
設
前
に
お
い
て
も
験
設
後
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
な
し
う

る
、
と
判
断
し
て
い
る
、
こ
と
は
朗
ら
か
で
あ
る
。
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四

和
解
能
力
と
適
格

主奇

1 

問
題

訴
訟
代
理
人
が
和
解
を
な
す
に
は
、
特
別
の
委
任
を
必
嬰

と
し
、
泊
中
禁
治
産
者
と
後
見
人
が
和
解
を
な
す
に
は
特
別
の
援
機
を
必
要
と

す
る
こ
と
は
、
法
規
に
朋
定
さ
れ
て
い
る
(
臥
議
r
h
J
駈
O
修
二
項
)
か
ら
問
題

は
な
い
が
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
蛍
事
者
中
の
一
人
が
和
解
を
な
し
う
る
か

は
一
醸
問
題
で
あ
ろ
う
(
代
理
離
を
有
し
な
い
も
の
の
な

L
K
和
解
の
効
カ
も
間
短
で
あ
ゐ
。

ζ

れ
に
つ
伯
之
は
、
朝
鮮
高
等
法
院
の
剣
例
(
司
法
協
曾
雑
誌
丸
谷
九
続
法
律
評
輸
一
九
谷
民
訴
三

七
五
E
H
V

が
あ
る
。
U

2 

判
例

A 

特
別
権
限
の
な
い
訴
訟
代
理
人
の
な
し
た
和
解
は
無
効
で
み
め
る
(
明
治

六
年
民
品
開
一
傘
六
四
頁
)
。

B 

町
村
長
が
そ
の
町
村
内
の
部
溶
を
代
表
し
て
和
解
を
な
す
酷
に
つ
い

て
は

「
町
村
長
カ
其
ノ
町
村
内
・
/
部
落
ヲ
代
表
シ
テ
侍
シ
タ
ル
訴
訟
ニ
付
裁
判

上
ノ
和
解
ヲ
結
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
裁
判
所
ハ
果
シ
テ
町
村
長
カ
町
村
曾
若
ハ
‘

直
曾
ノ
議
決
ヲ
経
由
シ
タ
ル
ヤ
否
即
和
解
ヲ
篤
ス
援
纏
行
待
ニ
欠
紋
ナ
キ
コ

ト
ヲ
認
メ
タ
ル
後
和
解
調
書
ヲ
作
成
ス
ル
ヲ
以
テ
普
通
ノ
事
例
ト
ス
」
(
大
正

一
四
年
一
月
一
ご
日
列
)

要
素
の
錯
誤
を
理
由
と
す
る
土
地
交
換
契
約
の
無
効
確
認
訴
訟
の
第

一
審
係
属
胸
中
、
原
告
が
共
同
被
告
の
一
人
と
受
命
判
事
の
鹿
前
で
、
こ
の
士

C 

- 40ー

地
交
換
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
和
解
を
し
た
の
で
、
第
一
審
裁
判
所
が
、
そ

の
部
分
の
訴
訟
は
務
了
し
た
と
認
め
、
原
告
と
他
の
共
同
被
告
と
の
聞
の
訴

訟
の
み
審
判
し
た
賠
に
つ
い
て
、
共
同
被
告
の
扇
名
に
射
し
て
審
理
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
上
告
理
由
に
劃
し
て
、

「
右
確
認
請
求
ノ
部
分
ハ
即
チ
民
事
訴
訟
法
第
丘
十
僚
第
一
項
ノ
純
一
ア
ノ

共
同
訴
訟
人
ニ
鈎
シ
訴
訟
-
一
係
ル
櫨
利
関
係
カ
合
一
ニ
ノ
ミ
確
定
ス
ヘ
キ
ト

ア
ル
ニ
該
営
シ
所
謂
必
要
的
共
同
訴
訟
/
一
一
衛
-
一
路
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
而
シ
テ

期
ノ
如
キ
必
要
的
共
同
訴
訟
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
共
同
訴
訟
人
中
/
一
人
カ
訴

訟
ノ
目
的
物
-
一
関
シ
自
己
ノ
隠
分
シ
得
ヘ
キ
事
項
ユ
付
受
訴
裁
剣
所
叉
ハ
受

命
剣
事
ノ
箇
前
ニ
於
テ
相
手
方
ト
和
解
ヲ
穏
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
芙
ノ
省
事
者
間

ニ
敷
カ
ヲ
生
シ
従
一
ア
其
ノ
者
ト
相
手
方
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
訴
訟
ハ
終
了
ユ
蹄

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
蓋
叙
上
ノ
如
キ
必
要
的
共
同
訴
訟
ノ
場
合
ニ
法
律
カ
右
第
五

十
篠
第
二
項
以
下
ノ
特
別
規
定
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
シ
タ
ル
所
以
ノ
モ

ノ
ハ
暴
党
共
同
訴
訟
人
間
ニ
於
テ
判
決
ノ
版
関
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
之
ヲ
遜
グ

ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
鰐
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
共
同
訴
訟
r
八
中
ノ
一
人

カ
判
決
ニ
因
ラ
ス
シ
テ
訴
訟
ヲ
終
了
セ
シ
メ
ン
ト
シ
訴
訟
ノ
目
的
物
ニ
闘
シ

自
己
/
底
分
シ
得
へ
キ
事
項
-
一
付
訴
訟
上
ノ
和
解
ヲ
鱈
ス
場
合
ノ
如
キ
ハ
一
一
亀



モ
叙
上
ノ
如
キ
環
ア
ル
コ
ト
ナ
グ
従
テ
前
一
疋
第
五
十
係
第
二
項
以
下
ノ
規
定

ノ
旨
趣
一
一
基
キ
該
和
解
ヲ
無
数
ト
ナ
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
」
(
大
正
一

一
・
四
・
一
九
民
三
河
棄
却
集
一
袋
五
誠
一
一
一
一
一
頁
習
買
契
約
無
効
碕
認
所
有
機
移
蒋
登
記
抹
精
査

記
手
績
講
求
事
件
)

3 

判
例
A
判
例
B
に
つ
い
て
は
、
い

5
こ
と
は
な
い
。
判
例
C
に
つ
い

て
は
、
事
件
は
本
来
必
要
的
共
同
訴
訟
の
場
合
で
は
な
い
か
ら
、
判
例
の
結

論
が
支
持
さ
れ
う
る
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
う
る
。
判
例
は
、
共
同
被
告

に
鈎
し
論
理
上
匡
々
た
る
認
定
が
な
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
場
合
も
、
必
要

的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
和
解
に
は
既
判
力
が
な
い
(
保
山
恥
一
一
弘

軒
町
山
抑
制
…
哨
制
措
一
)
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

二
つ
の
前
提
に
は
疑
問
が
あ
る
。

五

互.

護

訴訟上の和解に関する判例

問
題

和
解
に
は
互
譲
が
必
須
で
あ
る
か
、
互
譲
の
方
法
に
は
限

1 
界
は
な
い
か
、
が
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
の
み

を
目
的
と
す
る
譲
歩
も
有
効
か
、
叉
、
主
観
的
な
譲
歩
も
有
効
か
。

2 

今日
例
地
所
賓
澱
約
定
設
に
基
く
約
定
履
行
の
履
行
期
限
は
十
一
月
二
四
日

で、

Y
は
同
日
和
解
の
申
請
を
な
し
、
同
月
二
八
日
不
調
に
闘
し
、

Y
は
十

A 

二
月
四
日
に
至
り
、
履
行
請
求
の
訴
を
起
し
た
の
に
封
し
、

Y
が
期
限
に
至

り
約
定
の
如
く
履
行
し
な
い
か
ら
X
は
そ
の
土
地
を
他
に
賓
刻
し
た
の
で
、

X
に
は
も
う
約
定
を
履
行
す
べ
き
責
務
が
な
い
と
抗
嬉
し
た
事
件
に
お
い

て
、
和
解
の
申
誇
は
あ
る
事
件
に
つ
き
双
方
の
譲
歩
、
一
示
談
を
目
的
と
す
る

も
の
で
、
義
務
履
行
の
催
告
と
み
な
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
X
の
上
告
理
由

に
封
し「裁
剣
所
-
一
申
請
ス
ル
和
解
ノ
如
キ
ハ
敢
-
ア
蛍
事
者
双
方
ノ
譲
歩
示
談
ヲ

目
的
ト
ス
ル
ヲ
要
件
下
ス
ヘ
キ
限
り
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
英
和
解
申
請
ハ
催

告
ノ
効
ア
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
原
承
審
官
ノ
駿
構
内
ナ
品
川
事
寅
ノ
認
定
ニ
属
ス
ヘ
キ

そ
ノ
タ
リ
一
(
畑
一
位
同
酔
猷
一
昨
j

即
…
純
一
一
局
綿
一
吋
沼
一
一
瞬
)

A
B
聞
に
二
回
調
停
が
な
さ
れ
、
第
一
弐
調
停
で
は
譲
歩
の
方
法
と

B 
し
て
係
争
物
に
関
係
の
な
い
物
の
給
付
が
約
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
調
停
の
履

行
に
闘
し
争
が
生
じ
た
の
で
、
第
二
夫
調
停
が
な
さ
れ
、
こ
の
調
停
に
お
い

て
調
停
に
代
る
裁
判
が
な
さ
れ
た
の
に
封
し
、
第
一
次
調
停
の
無
効
を
原
因

と
し
て
調
停
に
代
る
裁
判
の
無
効
確
認
の
訴
が
起
さ
れ
た
の
に
封
し
、

「
和
解
は
『
賞
事
者
カ
互
-
一
譲
歩
ヲ
録
シ
テ
其
聞
こ
仔
ス
ル
争
ヲ
止
ム
ル

コ
ト
ヲ
約
ス
ル
』
契
約
で
あ
り
右
譲
歩
の
方
法
に
つ
い
て
は
法
律
は
制
限
を

設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
醤
事
者
が
和
解
に
お
い
て
譲
歩
の
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方
法
と
し
て
、
係
争
物
に
関
係
な
き
物
の
給
付
を
約
す
る
こ
と
は
毒
も
和
解



料

の
木
質
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
開
和
二
七
三
一
・
八
第
二
小
朔
棄
却
集
六
法
二
貌

六
三
頁
調
停
無
効
確
認
詩
求
事
件
)

資

3 

判
例
A
は
、
和
解
に
闘
す
る
判
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
遁
醤
で

は
な
い
が
、
和
解
に
闘
す
る
考
え
方
が
若
干
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
互
援
は
必
須
の
要
件
で
は
な
い
か
に
み
え
る
(
時
健
一
貯
週
刊
清
明
)
。
譲
歩

の
方
法
に
つ
い
て
も
、
判
例
B
に
よ
れ
ば
制
限
は
な
い
と
見
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

..... 
;、

和
解
を
な
じ
う
る
事
項
に
つ
い
て

E 

問
題

内
容
の
黙
で
は
、
不
能
の
内
容
の
事
項
、
公
序
良
俗
蓮
反

の
事
項
、
強
行
法
規
蓮
反
の
事
項
に
つ
い
て
和
解
を
な
し
え
な
い
こ
と
は
今

日
の
遇
識
で
あ
る
。
が
、
事
件
の
種
類
の
賠
で
人
事
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は

和
解
は
な
し
え
な
い
か
。
叉
、
意
思
の
陳
述
、
例
え
ば
資
記
を
符
す
べ
き
こ

と
の
和
解
は
な
し
え
な
い
か
。
叉
、
開
閉
貼
を
同
肥
え
て
訴
訟
物
以
外
の
事
項
に

つ
い
て
和
解
は
な
し
う
る
か
。
こ
れ
ら
は
一
腹
問
題
で
あ
る
。

2 

判
例

A
B
聞
の
家
屋
明
渡
誇
求
訴
訟
の
係
麗
中
、
和
解
が
成
立
し
た
が
、

A
は

敷
地
も
和
解
の
目
的
物
で
あ
っ
た
と
、
主
張
し
、
そ
の
調
書
へ
の
諮
加
記
載
を

目
的
と
す
る
更
豆
の
申
請
を
し
た
の
に
針
し
、
こ
.
れ
を
認
め
た
更

E
決
定
に

到
し
て
、

B
が
抗
告
を
し
た
事
件
に
お
い
て
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「凡
y
更
正
決
定
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
是
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
只

著
シ
令
談
謬
ニ
ノ
ミ
限
一
フ
レ
著
シ
キ
誤
謬
ト
ハ
其
ノ
文
詞
自
慢
ノ
前
後
ヨ
ロ

推
究
シ
若
ハ
其
ノ
事
件
ニ
於
テ
従
来
現
ハ
レ
タ
ル
訴
訟
資
料
ト
鈎
照
シ
以
テ

芙
ノ
誤
記
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
日
得
一
フ
ル
ル
場
合
ヲ
一
式
プ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
木
件

申
請
ノ
如
グ
和
解
調
書
芙
ノ
モ
ノ
ノ
記
載
一
一
徴
ス
ル
モ
将
口
頭
鱒
論
ニ
於
ケ

ル
蛍
事
者
双
方
ノ
陳
述
ニ
依
ル
モ
資
質
ノ
目
的
物
ハ
蛍
該
調
書
ノ
記
載
以
外

ニ
出
向
他
ノ
不
動
産
ヲ
包
含
セ
シ
ト
ノ
コ
ト
ハ
選
そ
之
ヲ
知
ル
ニ
由
ナ
キ
そ
ノ

ニ
ア

H
テ
ハ
回
ヨ
リ
更
正
決
定
ヲ
許
ス
ヘ
キ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス
」
(
吠
コ
ト
一
一
わ
思

却
集
一
一
五
噛
一
一
明
四
五
九
頁
和
解
調
書
更
主
決
定
ニ
ノ

針
ス
ル
抗
告
事
件
。
剣
例
民
事
法
九
三
加
藤
正
治
¥

右
の
判
例
は
、
訴
訟
物
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
和
解
を
な
し
う
る

3 
か
、
の
問
題
に
直
接
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
嘗
該
敷
地

が
、
和
解
に
よ
る
資
質
の
目
的
物
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
更
正
決
定
は
許
さ
れ
る
が
、
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
知
る
に
由
な
き

場
合
に
は
、
更
正
決
定
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は

さ
ら
に
、
蛍
該
敷
地
が
、
訴
訟
の

H
的
物
で
は
な
か
っ
た
場
合
マ
も
同
様
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
少
く
と
も
、
本
件
に
お
い
て
は
、
前
提
と
し
て
い
る
と

見
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



七

和

解

の

性

質

1 

問
題

訴
訟
上
の
和
解
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
私
法
行
篤
説
、
訴

訟
行
何
時
読
(
合
意
読
と
合
同
行
待
設
に
分
れ
る
)
、

爾
性
読
(
繭
行
篤
併
存

ー
二
行
信
二
性
質
l
説
、
雨
行
鱈
競
合
i
一
行
鱈
ニ
性
質
l
説
に
分
れ
る
)

に
見
解
が
分
れ
、
未
だ
蹄
一
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

2 

判
例

A 

裁
判
円
上
の
和
解
の
、
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
を
原
因
と
す

る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
解
除
を
認
め
な
か
っ
た
原
判
決
に
針
し

「
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
訴
訟
嘗
事
者
カ
係
宇
纏
利
-
一
付
キ
相
互
ニ
譲
歩
シ
以

テ
守
ヲ
止
ム
ル
行
篤
ニ
シ
テ
強
制
執
行
ノ
債
務
名
義
タ
リ
得
ヘ
グ
此
熱
-
一
一
於

テ
確
定
判
決
ト
同
様
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ト
蜂
そ
這
ハ
車
ニ
右
和
解
ヲ
以
テ
訴
訟

訴訟上の和解に関する判例

法
上
ノ
行
待
タ
ル
方
商
ヨ
η
ノ
観
察
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
和
解
ノ
内
容
タ
ル
係

手
権
利
ノ
館
分
ニ
付
キ
蛍
事
者
双
ガ
間
ユ
穏
サ
レ
タ
ル
意
思
表
示
タ
ル
賠
ヲ

リ
観
ル
ト
キ
ハ
一
個
私
法
上
/
行
錯
タ
ル
契
約
ノ
性
質
ヲ
具
有
シ
:
:
:
:
芙

不
履
行
ノ
場
合
之
ヲ
解
除
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
モ
亦
民
法
ノ
契
約
解
除
ニ
闘
ス
ル

規
定
ニ
従
七
之
ヲ
決
定
シ
得
ル
モ
ノ
F
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
要
ス
ル
ニ
裁
判

上
ノ
和
解
行
篤
ノ
有
ス
ル
右
二
個
ノ
性
質
ハ
互
=
相
妨
グ
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ

ニ
シ
一
ア
英
訴
訟
行
篤
タ
ル
コ
ト
ハ
之
ヲ
以
テ
民
法
ノ
規
定
ヲ
遁
用
ス
ヘ
カ
ラ

サ
ル
理
由
ト
篇
ス
ニ
足
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
・
:
・
」
(
駄
許
mm民
一
手
一
議
信
雄

三
頁
、
新
閣
一
七
四
二
ノ

閥
抗
損
害
賠
償
務
求
事
件
、

B

訴
訟
係
属
中
に
成
立
し
た
和
解
が
、
準
禁
治
産
を
理
由
と
し
て
取
泊

さ
れ
た
の
で
、
和
解
前
の
債
権
を
あ
ら
た
め
て
、
訴
求
し
た
と
こ
ろ
、
二
重

訴
訟
の
抗
殺
を
受
け
た
事
件
に
お
い
て

一
民
事
訴
訟
法
上
ノ
和
解
ハ
訴
訟
ノ
目
的
物
-
一
付
互
-
一
一
譲
歩
シ
テ
字
ヲ
止

ム
ル
待
訴
訟
ニ
於
テ
民
法
上
ノ
和
解
ヲ
篤
ス
ヲ
一
氏
ア
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

方

於
テ
ハ
民
法
第
六
九
五
係
以
下
-
一
定
メ
タ
ル
効
力
ヲ
生
ス
ル
ト
同
時
ニ
他
ノ

一
方
ニ
於
テ
ハ
訴
訟
ハ
終
了
シ
機
利
拘
束
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ノ
効
力
ヲ
生
ス

ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
民
法
上
ノ
法
律
行
鰐
タ
ル
ト
共
ニ
訴
訟
行
信
タ
ル
ノ
性
質
ヲ

「
大
正
一
一
・
七
・
八
民
三
剣
峨
鎮
差
良
集
一
容
七
誠
一
三
七
六
J

有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
戸
頁
手
数
軒
謝
金
請
求
事
件
、
抑
例
民
事
法
五
三
宋
弘
厳
太
郎
」

C

和
解
の
無
効
を
理
由
と
し
て
、
前
訴
を
緩
行
す
ベ
く
、
口
頭
詩
論
期

日
の
指
定
を
申
立
て
た
事
件
に
封
し
て
、

「
訴
訟
物
ニ
付
和
解
契
約
成
立
シ
因
テ
訴
訟
ノ
終
了
ア
リ
タ
ル
裁
判
上
ノ

和
解
ニ
ア
リ
一
ア
モ
其
ノ
訴
訟
物
タ
ル
私
法
上
ノ
樺
利
叉
ハ
法
律
関
係
ニ
付
属

サ
レ
タ
ル
和
解
ハ
常
ニ
私
法
上
ノ
契
約
ニ
シ
テ
裁
判
上
之
カ
締
結
ア

F
タ
ル

カ
鱈
メ
英
ノ
性
質
ヲ
礎
ス
ル
そ
ノ
ニ
非
ス
・
:
・
」
(
糊
一
誤
当
日
ん
い
紅
じ
蜘
一
一
一
明

ω

頁
口
頭
鰐
論
期
日
申
詩
却
下
品
目
定
エ
封
ス
ル
抗
告
事
件
、
邦
制
民
訴
J

法一
O
七
粂
子
一
一
許
緯
、
法
皐
論
叢
二
大
倉
六
続
出
回
正
一
]
一
評
樟
」

D

曾
祉
の
代
表
権
限
の
な
い
も
の
の
な
し
た
和
解
の
取
消
を
求
め
た
蒋
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料

審
事
件
に
お
い
て
、
起
訴
前
の
和
解
も
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

資

か
ら
、
確
定
判
決
に
射
し
て
な
し
う
る
不
服
申
立
以
外
の
方
法
で
こ
れ
を
攻

撃
し
え
な
い
と
と
も
に
、
確
定
判
決
に
鈎
す
る
再
審
の
訴
を
以
て
不
服
を
申

立
て
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
上
告
理
由
に
到
し

「
:
:
:
裁
判
上
/
和
解
ハ
確
定
判
決
ト
異
リ
一
面
私
法
上
ノ
契
約
タ
ル
性

質
ヲ
有
γ
私
法
上
無
効
ノ
原
因
存
ス
ル
ト
キ
ハ
訴
訟
法
上
ノ
効
力
そ
亦
之
ヲ

生
セ
ス
従
ヅ
テ
蛍
然
無
効
ノ
骨
ノ
:
:
」
(
噌
糊
一
ポ
ザ
一
一
二
百
一
間
一
批
判
端
的
明
党

忠一」
4
一一
w
M

…r4糊
一
町
一
)
と
し
て
、
そ
の
無
効
の
、
玉
張
の
方
法
は
再
審
の
訴
に

よ
る
べ
き
で
な
く
、
必
要
の
場
合
に
は
燭
立
の
訴
に
よ
り
う
る
と
し
て
い
る
。

E 

「
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
一
一
回
私
法
上
ノ
契
約
タ
ル
性
質
ヲ
有
シ
、
之
カ

解
除
ア
P
タ
ル
ト
キ
ハ
先
ニ
其
ノ
和
解
-
一
因
り
テ
移
了
シ
タ
訴
訟
ハ
右
解
除

ノ
結
果
原
扶
ニ
担
保
γ
依
然
ト
シ
テ
某
ノ
裁
判
所
ニ
係
属
ス
ル
ト
解
ス
ル
ヲ
相

蛍
ト
ス
ル
・
目
」
(
明
棚
一
総
伝
わ
伊
都
献
語
一
一
時
一
回
抑
制
止
問
一
一
)

F

立
替
金
返
還
請
求
の
訴
訟
係
属
中
成
立
し
た
和
解
調
書
に
基
く
強
制

執
行
に
到
す
る
錯
誤
に
基
く
和
解
無
効
を
原
因
と
す
る
請
求
異
議
の
訴
訟
事

件
に
お
い
て
本
件
和
解
契
約
は
民
法
六
九
五
僚
に
い
わ
ゆ
る
和
解
契
約
で
は

な
い
か
ら
、
蛍
事
者
が
要
素
の
錯
誤
に
基
き
篤
し
た
場
合
は
営
然
回
司
法
九
五

僚
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
第
二
審
の
判
官
の
一
つ
の
黙
に
封
し
て
、
原
審
が

命
な
き
故
に
民
法
上
の
和
解
契
約
で
な
レ
と
断
じ
た
の
は
不
醤
で
賞
事
者
間

に
請
求
の
蛍
否
に
つ
い
て
紛
争
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
上
告
し

た
聴
に
到
し
、
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「
夫
レ
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
訴
訟
終
了
ノ
合
意
ナ
ル
カ
放
同
一
周
ヨ
リ
一
ノ

訴
訟
行
鱈
ニ
外
ナ
ラ
ス
唯
此
ノ
訴
訟
行
待
ハ
賓
糧
法
上
ノ
法
律
行
待
(
主
ト

シ
テ
契
約
ナ
ル
モ
例
ヘ
ハ
債
務
免
除
ノ
如
キ
一
方
的
行
待
亦
有
リ
得
ヘ
シ
)

ト
不
可
分
子
合
鰻
ス
ル
ヲ
妨
ケ
ス
不
可
分
ト
ハ
他
無
シ
一
方
/
失
効
ハ
嘗
然

品
他
方
ノ
ソ
レ
ヲ
惹
起
ス
ル
ノ
謂
ナ
リ
」
(
御
一
一
一
酌
一
M
M
一
日
賦
一
編
時
制
服
一
昨
蜘

件
、
判
例
民
事
法
二
二
波
子
一
一
許
躍
、
民
商
法
雑
誌
三
越
五
競
J

河
本
書
輿
之
評
穫
、
法
出
m
T

新
報
四
六
忽
五
抜
高
橋
静
一
一
許
癌
」

G

和
解
調
書
に
基
く
強
制
執
行
に
釣
す
る
代
理
構
欠
紋
に
基
く
和
解
無

効
を
原
因
と
す
る
請
求
具
議
事
件
に
お
い
て
、
民
訴
四
二

O
燦
一
項
三
競
に

よ
り
、
再
審
の
訴
を
提
起
す
る
は
格
別
、
和
解
成
立
前
に
生
じ
た
代
迎
楼
の

欠
歓
を
以
て
請
求
異
議
の
恕
由
と
す
る
こ
と
は
、
民
訴
五
四
五
係
二
項
、
五

六
O
僚
に
反
し
違
法
で
あ
る
と
い
う
上
告
理
由
に
封
し
、

「
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
確
定
判
決
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ハ
民
訴
法

第
二

O
一
二
係
/
規
定
ス
ル
所
ナ
ル
号
、
確
定
判
決
ト
異
リ
一
面
私
法
上
ノ
契

「
昭
和
一
四
・
ぺ
・
一
二
民
間
列
棄
却
集
一
八
悠
一
四
現
九
O
一一一貝

f
請
求
異
議
事
件
、
列
例
氏
事
法
大
一
粂
子
一
一
許
棒
、
民
商
法
雑
誌

約
タ
ル
性
質
ヲ
有
シ
」

ト
十
一
時
牛
…
甥
)
と
前
提
し
て
、
私
法
上
の
無
効
原
因
存
す
る
と
き
は
賞
然
無
効

で
、
こ
れ
に
針
し
、
請
求
異
議
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
民
訴

五
四
五
係
二
項
の
制
限
に
限
し
な
レ
と
結
論
し
て
い
る
。



H 

間
接
的
で
は
あ
る
が
、
後
掲
大
正
六
・
九
・
一
八
民
ナ
判
及
前
掲
六
，

2
後
掲
九
2
C
大
正
二
ニ
・
八
-
ニ
民
三
決
参
照
。

判
例
は
、
爾
性
質
を
有
す
る
と
見
右
黙
で
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
爾

3 
行
伺
同
が
併
存
し
て
い
る
と
見
て
い
る
か
、
商
性
質
を
具
え
て
い
る
単
一
の
行

録
で
あ
る
と
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
、
判
例
C
F
は
雨
行
待
併
存
設
の
よ
ラ
に
見
え
、
他
は
一
行
間
同
商
性
質

設
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
傾
向
に
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
叫
財
一
点
滅
…
柑
い
一
ユ
雄
同
日
目
的
れ
muι
れ
即
日
…

p
m
町

一
誠
一
一
間
前
一
錦
町
時
措
端
清
一
議
明
日
明
例
)
そ
し
て
、
こ
の
判
例
の
傾
向
は
遁
設
に

一
致
す
る
。八

和
解
の
無
効
・
取
治
原
因

民
法
上
の
意
思
表
示
の
無
効
取
裕
原
因
は
、
訴
訟
上
の
和

解
の
無
効
・
取
消
原
因
で
あ
る
か
、
確
定
判
決
に
劃
す
る
再
審
事
由
は
、
訴

1 

問
題

訴訟上の和解に関する判例

て
の
み
辛口
解
を
し
た
事
件

》コ
L 、

て

訟
上
の
和
解
に
鈎
す
る
再
審
事
由
で
あ
る
か
、
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
る
。

前
者
の
問
題
は
、
和
解
の
性
質
論
と
関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

2 

判
例

A 

一
万
本
債
楼
が
な
い
の
に
あ
る
と
誤
信
し
て
、
そ
の
携
湾
方
法
に
つ
い

「
民
事
訴
訟
法
上
ノ
和
解
カ
醤
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
壊
研
-
一
因
ロ
テ
無
効

ナ
ル
ヤ
叉
ハ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
付
テ
ハ
民
法
ノ
規
定
一
一
従
一
ア

之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
言
ヲ
挨
タ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
本
件
ノ
和
解
カ
法

律
行
鱈
ノ
要
素
ノ
錯
誤
ニ
因
リ
テ
無
効
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
民
法
ノ
規
定
ニ
従
ヒ

テ
之
ヲ
蹴
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
民
法
第
六
百
九
十
六
係
ノ
規
定
ハ
営
事

者
カ
和
解
-
一
一
依
リ
テ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
毎
回
/
目
的
タ
ル
権
利
ニ
付
キ

錯
誤
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
限
り
適
用
ア
ル
ニ
止
マ
リ
斯
ル
零
ノ
目
的
ト
鱈
ラ
サ

リ
シ
富
市
項
ニ
シ
テ
和
解
ノ
要
素
ヲ
穏
ス
そ
ノ
ニ
付
キ
錯
誤
ア

F
タ
ル
場
合
ニ

週
間
ナ
キ
コ
ト
明
文
一
上
疑
ナ
グ
従
テ
此
場
合
エ
ハ
線
則
タ
ル
民
法
第
九
十
五

係
ノ
規
定
ノ
遁
用
ス
ル
筋
合
ナ
ル
ヲ
以
テ
芳
シ
上
告
人
カ
本
件
/
差
押
命
令

及
ヒ
轄
付
命
令
ノ
無
効
ナ
ル
ヲ
有
効
ナ
リ
ト
誤
信
シ
之
ヲ
守
ノ
目
的
ト
鑓
ス

コ
ト
ナ
グ
シ
テ
本
件
ノ
和
解
ヲ
儒
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
和
解
ノ
効
力

ノ
有
無
ハ
民
法
第
九
十
五
係
ノ
規
定
ユ
則
リ
テ
之
ヲ
断
セ
サ
ル
カ
ラ
ス
」

「
大
正
六
・
九
・
一
八
民
一
列
破
裂
差
戻
録
J

f

二
三
穏
二
二
四
二
頁
強
制
執
行
異
議
ノ
件
」

，

B

七
2
A
事
件
に
お
い
て

「
:
・
:
該
契
約
ニ
無
効
叉
ハ
取
消
ノ
原
因
存
ス
ル
場
合
民
法
ノ
規
定
ニ
ヨ

P
之
ヲ
無
効
ト

γ
叉

r之
カ
取
消
ヲ
間
同
シ
得
ル
戸
・
勿
論
(
大
正
六
年
九
刃
十

八
日
本
院
民
事
第
一
部
判
決
参
照
〉
」
(
議
駄
読
・
七
・
)
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C 

七

2
B
事
件
に
つ
い
て



牢十

「
:
・
:
故
-
一
英
ノ
和
解
カ
蛍
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
環
焼
-
一
因
リ
テ
取
消
シ

得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
要
素
ノ
錯
誤
ニ
因
リ
テ
無
効
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ

資

ハ
民
法
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
決
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
:
:
・
:
」

「
前
掲
大
正
一
一
・
J

/
七
・
八
民
三
剣
」

D

六
2
事
件
に
お
い
て

後
掲
九
2
C
参
照

E 

七
2
G
事
件
に
つ
い
て

「
裁
判
上
/
和
解
ハ
:
・
私
法
上
ノ
無
効
原
因
存
ス
ル
ト
キ
ハ
初
ヨ
P
蛍

然
無
効
エ
シ
ア
其
ノ
内
容
タ
ル
法
律
閲
係
ニ
付
既
判
力
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ

グ
」
(
崎
4
4叩
ト
剛
山
川
)

右
に
あ
げ
た
誇
判
例
か
ら
、
判
例
は
、
訴
訟
上
の
和
解
の
無
効
・
取

s 
消
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
規
定
に
従
う
と
し
、
兵
穆
的
に
は
要
素
の
錯
誤
に

基
く
無
効
を
認
め
て
い
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

九
和
解
の
無
効
の
主
張
方
法
、

取
消
の
効
果
と
そ
の
主
張
方
法

和
解
が
民
法
上
の
原
因
で
無
効
の
と
き
は
、
蛍
然
無
効

か
、
そ
れ
と
も
判
決
で
調
書
が
取
泊
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
。
蛍
然

無
効
な
ら
ば
、
そ
の
無
効
は
、
無
効
の
和
解
が
な
さ
れ
た
訴
訟
手
績
の
緩
行

期
日
の
申
立
に
よ
っ
て
主
張
す
べ
き
か
、
無
効
確
認
の
訴
に
よ
っ
て
主
張
す

1 

問
題

べ
き
か
。
叉
夜
精
し
う
べ
き
と
き
は
、
意
思
表
示
の
み
で
取
消
し
う
る
か
、
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訴
の
方
法
に
よ
る
べ
き
か
。

2 

判
例

A 

前
掲
二
2
A
の
事
件
に
お
い
て
、
和
解
が
銀
舗
だ
か
ら
訴
訟
は
ま
だ

終
結
し
て
い
な
い
か
ら
、
期
目
指
定
の
申
読
は
受
理
し
て
審
理
を
績
行
す
ベ

き
で
あ
る
と
い
う
抗
告
盟
由
に
針
し
て

「
前
掲
控
訴
事
件
ハ
和
解
ニ
因
ヲ
落
着
シ
最
平
原
裁
判
所
ニ
繋
属
セ
サ
ル

ヲ
以
テ
此
場
合
ニ
於
一
ア
得
シ
タ
ル
抗
告
人
ノ
期
目
指
定
ノ
申
請
ハ
採
用
ス
ヘ

キ
そ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」

(
4
4
4
詰
〉
件
)

七

2
B
事
件
に
お
い
て

B 
「
:
・
・
訴
訟
上
ノ
和
解
カ
民
法
/
規
定
ニ
依
F
テ
取
消
サ
レ
叉
ハ
無
効
ト

ナ
P
タ
ル
ト
キ
戸
訴
訟
ハ
英
ノ
務
了
ス
へ
子
原
因
ヲ
失
ヒ
テ
未
タ
終
了
セ
サ

ル
コ
ト
ト
ナ
リ
橋
利
拘
束
モ
亦
初
ヨ
リ
消
滅
セ
サ
ル
ニ
至
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
訴

訟
行
待
ト
シ
テ
モ
効
力
ヲ
失
ア
モ
ノ
ト
謂
ブ
ヘ
シ
」
(
柑
哨
技
師
一
一
件
.
)

C 

六
2
事
件
に
お
い
て

「
賓
鐙
法
ノ
内
容
ヲ
有
ス
ル
部
分
ハ
線
テ
質
強
法
ノ
支
配
ヲ
受
ケ
夫
ノ
意

思
ノ
欠
紋
ニ
閲
ス
ル
法
規
ノ
如
キ
固
ヨ
リ
共
ノ
適
用
ア
ル
ガ
故
ニ
嘗
事
者
ハ

必
シ
モ
和
解
調
書
ノ
記
載
如
何
ニ
拘
束
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
無
グ
事
賞
ニ
準
援
シ

テ
相
嘗
ノ
行
動
ヲ
穏
ス
ヲ
得
ヘ
グ
若
叉
賓
糧
法
上
ノ
内
容
ヲ
有
ス
ル
部
分
ノ



無
効
カ
延
テ
和
解
ノ
全
部
ヲ
無
効
タ
ラ
シ
ム
ル
場
合
ニ
ハ
訴
ノ
構
利
拘
慌
ハ

侍
存
演
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
此
ノ
方
面
ニ
於
一
ア
モ
亦
趨
蛍
ナ
ル
方
法
ヲ
議

ス
ル
ノ
飴
地
ハ
決
シ
テ
存
在
セ
サ
ル
ニ
非
ズ
」
(
J
l
f
日

r
E
h
u
M
L
荘
一
駐
一
龍
一
一
お

定
-
一
封
ス
ル
抗
告
事
件
、
列
例
J

民
事
法
九
三
加
藤
正
治
評
窓
、

D

隠
居
無
効
の
訴
の
係
属
中
成
立
し
た
和
解
の
、
『
公
序
良
俗
違
反
を
理

由
と
す
る
無
効
確
認
誇
求
に
封
し

「
裁
判
上
ノ
和
解
ユ
シ
テ
無
効
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
該
和
解
ニ
・
依
リ
テ
終
了
シ

ダ
ル
訴
訟
ハ
其
ノ
終
了
ノ
原
因
ヲ
失
ヒ
未
タ
終
了
セ
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
樫
利

拘
束
そ
亦
醤
初
ヨ
ロ
消
滅
セ
サ
ル
ニ
至
ル
へ
キ
ヲ
以
テ
嘗
事
者
ハ
芙
ノ
訴
訟

ヲ
諸
行
ス
ル
ニ
妨
ナ
キ
コ
ト
ハ
論
ヲ
侯
タ
ス
ト
雄
裁
判
上
ノ
和
解
ノ
無
効
ヲ

主
張
ス
ル
者
カ
新
期
日
ノ
指
定
ヲ
申
請
シ
前
訴
訟
ヲ
治
行
セ
ム
ト
ス
ル
モ
裁

判
所
ニ
於
テ
英
/
無
効
ヲ
確
信
ス
ル
ニ
非
サ
ル
限
リ
之
ヲ
許
容
ス
ル
コ
ト
ナ

訴訟上の和解に関する判例

カ
ル
ヘ
グ
叉
之
ヲ
許
容
シ
テ
前
訴
訟
ヲ
渇
行
セ
シ
メ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
裁
判
所

ノ
右
ノ
許
否
-
一
一
依
リ
テ
ハ
未
タ
以
テ
直
-
一
該
裁
判
上
ノ
和
解
ニ
依
リ
テ
生
シ

タ
ル
法
律
関
係
ノ
有
効
無
効
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
弐
第
ナ
ル
ヲ
以
一
ア

裁
判
上
ノ
和
解
ニ
付
無
効
ヲ
主
張
セ
ム
ト
ス
ル
者
カ
別
訴
訟
ヲ
提
起
シ
テ
和

解
ニ
依
リ
テ
生
シ
タ
ル
法
律
関
係
ノ
無
効
/
確
認
ヲ
求
ム
ル
ハ
夫
自
慢
ニ
於

テ
法
律
上
即
時
ニ
確
定
ス
ヘ
キ
利
盆
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
妨
ケ
サ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
従
テ
前
訴
訟
ヲ
温
行
シ
得
ル
途
ア
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
確

認
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
何
等
ノ
利
盆
ナ
キ
モ
ノ
ト
速
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ナ

!
旬
、
、
大
正
一
四
・
四
・
二
四
民
二
兜
破
畏
差
戻
集
四
谷
五
規
一
九
五
J

ー」
f
真
和
解
無
効
確
認
驚
求
事
件
剣
例
民
事
法
コ
二
加
藤
正
治
評
寝
」

E

裁
判
上
の
和
解
の
無
効
確
認
「
請
求
ハ
英
レ
自
慢
ニ
於
一
ア
法
律
上
即

時
ニ
確
定
ス
へ
キ
利
盆
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
一
ズ
ブ
ヘ
グ
和
解
ニ
依
リ
テ
終
了
シ

タ
ル
前
訴
訟
ニ
付
期
目
指
定
ノ
申
請
ヲ
億
シ
該
訴
訟
ヲ
担
行
シ
得
ル
途
ア
ル

ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
ニ
確
認
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
利
盆
ナ
キ
モ
ノ
ト
儒
ス
ヘ
キ
ニ

非
サ
ル
コ
ト
ハ
醤
院
判
例
ノ
認
ム
ル
所
ナ
レ
ハ
(
大
五
十
四
年
四
月
廿
四
日

蛍
院
判
決
参
照
)
原
審
ハ
須
ラ
グ
上
告
人
主
張
ノ
事
寅
ノ
員
否
ヲ
審
査
シ
以

テ
誇
求
ノ
嘗
否
ヲ
判
儲
ス
ベ
」
し
(
試
問
話
和
献
仲
十
一
松
山
鶴
一
翻
時
間
抑
制
伺
)

一
!
私
法
上
ノ
和
解
契
約
ニ
シ
テ
無
効
ナ
ル
以
上
ハ
芙
ノ
有
効
ナ
ル
コ

F 
ト
ヲ
前
提
ト
シ
テ
訴
訟
ヲ
終
了
セ
シ
ム
ベ
キ
合
意
ハ
芙
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ヘ
キ

筋
合
ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
訴
訟
ハ
向
存
演
ス
ル
モ

J
ト
解
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ス

従
テ
右
ノ
如
キ
裁
判
上
ノ
和
解
成
立
後
賞
事
者
カ
訴
訟
物
タ
ル
私
法
上
ノ
棲

利
関
係
ニ
付
テ
ノ
私
法
上
ノ
和
解
ガ
意
思
表
示
ノ
要
素
-
一
錯
誤
ア
ル
鱈
メ
無

効
ナ
リ
ト
主
張
シ
期
目
指
定
ノ
申
立
ヲ
鰭
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
其
ノ
主

張
ノ
如
キ
要
素
ノ
錯
誤
ア
リ
テ
契
約
ガ
無
効
ナ
リ
ヤ
否
換
言
ス
レ
パ
訴
訟
ガ

向
存
績
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
口
頭
縛
論
ヲ
開
キ
之
ヲ
調
査
シ
判
決
ヲ
以
テ
裁
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判
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
皐
ニ
裁
判
上
ノ
和
解
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
一
事

-
一
因
リ
期
日
ノ
指
定
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
(
論
調
印
…
一
誤
・
四
・
)



料

「
裁
判
上
ノ
和
解
ニ
付
一
ア
モ
右
再
審
ノ
事
由
存
ス
ル
ノ
.
故
ヲ
以
テ
嘗

然
無
効
ト
鴛
ス
ベ
キ
ニ
非
ズ
再
審
ノ
訴
ニ
依
リ
取
消
サ
レ
ザ
ル
限
リ
英
ノ
効

G 

資

カ
ヲ
有
ス
ベ
グ
従
テ
之
ニ
割
、
シ
再
審
ノ
訴
ヲ
許
ス
ベ
キ
ヤ
蛍
然
ナ
リ
」
し
か

し
て

「
裁
判
上
ノ
和
解
ニ
付
嘗
事
者
ノ
法
定
代
理
人
ト
シ
テ
和
解
ヲ
篤
シ
タ
ル

者
ニ
其
ノ
代
理
権
ナ
カ
リ
シ
場
合
ニ
ハ
民
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
膝
第
一
項

第
三
競
ノ
再
審
事
由
ニ
該
蛍
ス
(
る
が
)
此
ノ
場
合
ニ
ハ
同
時
ニ
英
ノ
和
解

ハ
私
法
上
無
櫨
代
理
行
徳
-
一
一
依
リ
箆
サ
レ
タ
ル
契
約
ニ
シ
テ
賞
事
者
本
人
-
一

割
シ
英
ノ
効
力
ナ
グ
従
テ
之
ヲ
調
書
二
記
載
ス
ル
モ
訴
訟
法
上
ノ
効
力
ヲ
生

セ
ス
即
右
J

和
解
ハ
再
審
ノ
訴
ニ
l

依
ル
取
消
ヲ
倹
タ
ズ
シ
テ
既
-
一
一
霞
然
無
効

ノ
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故
ニ
街
立
ノ
訴
ヲ
以
-
ア
之
ガ
無
効
確
認
ヲ
求
ム
ル
ハ
絡
別
之

ニ
封
γ
再
審
ノ
訴
ヲ
許
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
」

(
4
4羽
一
説
子
十
)

「
:
・
:
求
償
櫨
ノ
蛍
然
ノ
存
在
ヲ
前
提
ト
シ
一
ア
篤
サ
レ
タ
ル
裁
判
上

H 
ノ
和
解
ハ
信
事
者
ノ
行
待
)
ノ
晶
画
然
無
効
ナ
ル
ヤ
:
:
:
甚
タ
明
白
ナ
ル
カ
故

ニ
此
ノ
和
解
ハ
以
テ
執
行
ノ
基
本
タ
ル
誇
求
楼
ヲ
生
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
詩
求
ニ

闘
ス
ル
異
議
ノ
本
訴
於
是
理
由
ア
ル
ト
共
ニ
此
ノ
和
解
ハ
叉
訴
訟
終
了
ノ
効

カ
ヲ
生
セ
サ
ル
ニ
一
於
テ
前
記
医
裁
判
所
事
件
ハ
今
街
繋
属
セ
世
間
底
裁
判
所

ヲタ
績 Jレ
行そ
シノ

木笠
案グ
ノ申
事立
項ニ
ト因
γp  

テ叉
右ハ
ニ職
所櫨
謂ヲ
具以
鐙テ
的期
間日
題ヲ
ヲ指
決定
セシ

サタ
Jレ yレ

へ上
ガ癖
ラ論

ス
」
(
鳩
同
調
印
一
一
一
則
.
)

「
:
:
私
法
上
ノ
無
効
原
因
存
ス
ル
ト
キ
ハ
初
ヨ
リ
嘗
然
無
効
ニ
シ

-48ー

I 
テ
其
ノ
内
容
タ
ル
法
律
関
係
ニ
付
既
判
力
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
グ
之
ヲ
理
由
ト

シ
テ
誇
求
ニ
閲
ス
ル
異
議
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
得
ル
モ
ノ
ト
一
式
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ

ス
」
(
一

1
4一
一
ト
四
件
)

右
に
あ
げ
た
判
例
の
趣
旨
を
整
恕
し
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で

3 
あ
ろ
う
。

訴
訟
上
の
和
解
が
無
効
叉
は
取
泊
さ
れ
た
と
き
は
、
訴
議
行
篤
と
し
て
の

和
解
も
無
効
叉
は
取
治
さ
れ
る
か
ら
、
訴
訟
係
嵐
は
は
じ
め
か
ら
消
滅
し
て

い
な
い
(
弓
…
出
沼
郡
山
判
明
酬
は
芦
)
。
無
効
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
消
滅
し

て
い
な
い
訴
訟
の
緩
行
期
日
の
指
定
を
求
め
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
期
目
指
定
の

申
立
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
か
否
か
に
つ

き
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
決
は
和
解
の
有
効
無
効
を
確
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
和
解
無
効
の
確
認
の
訴
を
提
起
す
る
利
盆

は
存
し
う
る
。
和
解
が
嘗
然
無
効
の
と
き
は
、
再
審
の
訴
は
許
さ
れ
な
い
。

再
審
事
由
に
該
賞
す
る
事
由
で
も
、
そ
れ
が
同
時
に
民
法
上
の
無
効
原
因
で

あ
る
と
き
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
審
事
由
に
該
醤
す
る
の
み
で
あ
る
-

場
合
に
は
、
蛍
然
無
効
で
は
な
く
、
再
審
の
訴
に
よ
り
取
抽
出
さ
れ
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
。
な
お
、
和
解
の
無
効
は
、
諾
求
異
議
の
訴
と
い
う
方
位
ア
J
q



主
張
さ
れ
う
る
。

O 

和

解

の

解

除

1 

問
題

和
解
は
解
除
さ
れ
う
る
か
。
解
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
解

除
の
効
果
は
ど
う
か
。

2 

判
例

A 

七

2
A
事
件
に
お
い
て

「
:
:
:
其
不
履
行
ノ
場
合
之
ヲ
解
除
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
モ
亦
民
法
ノ
契
約
解

除
-
一
開
会
ス
ル
規
定
ニ
従
ヒ
之
ヲ
決
定
シ
得
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
・

」
(
諸
笠
軌
.
七
・
)

B 

前
掲
七
2
E
参
照
。

和
解
と
調
書
の
作
成

訴訟上の和解に関する判例

1 

問
題

和
解
は
い
つ
成
立
す
る
か
。
い
つ
効
力
を
生
ず
る
か
。
合

意
の
成
立
の
と
き
か
。
調
書
に
記
載
さ
れ
た
と
き
か
。
和
解
に
お
け
る
意
思

表
示
の
撤
回
、
調
書
の
記
載
と
い
う
行
需
の
性
質
(
凶
器
情
説
日
時
)
、
と
隠

遁
す
る
。

2 

判
例

A 

六
2
事
件
に
お
い
て

「
裁
判
上
ノ
和
解
ナ
ル
モ
ノ
ハ
:
・
:
其
ノ
成
立
ト
効
力
ト
ハ
調
書
ノ
作
成

ヲ
要
件
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
モ
非
ス
」
(
崎
市
立
臨
一
一
L
K
.
)

和
解
の
既
判
力
・
執
行
力

和
解
に
既
判
力
が
あ
る
か
。
大
正
一
五
年
法
律
六
一
波

ー

問

題

(
腕
諸
帥
↑
。
)
に
上
り
、
和
解
調
書
に
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が
認
め
ら

れ
た
(
開
請
紅
)
が
、
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
た
の
か
。
奮

法
に
お
い
て
も
既
判
力
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
新
法
に
お
い
て
も
、
既

判
カ
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。
既
判
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

和
解
成
立
後
の
承
髄
人
の
範
囲
は
ど
う
か

(
4
何
言
。
)

U

叉
執
行
力
の
及
ぶ

範
園
は
如
何
。

2 

判
例

A 

穴

2
事
件
に
お
い
て

一
裁
判
上
ノ
和
解
ナ
ル
モ
ノ
ハ
失
ノ
判
決
ニ
於
ケ
ル
カ
如
キ
確
定
カ
ヲ
有

ス
ル
そ
ノ
ニ
モ
非
ス
」
(
柏
市
一
話
一
一
匙
.
)

B

貸
金
返
還
請
求
訴
訟
の
係
属
中
成
立
し
た
和
解
に
基
く
強
制
執
行
に

釣
し
和
解
の
無
効
を
理
由

ιし
て
提
起
さ
れ
た
請
求
異
議
の
訴
に
つ
き
民
訴

ー-49ーー

五
四
五
僚
二
項
は
適
用
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

「
現
行
法
上
此
ノ
如
キ
翫
判
カ
ヲ
有
セ
ス
皐
-
一
英
ノ
訴
訟
手
績
ニ
於
テ
締



料

総
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
執
行
カ
ヲ
奥
ラ
フ
レ
タ
ル
ユ
過
キ
サ
ル
和
解
・
，

-
「
昭
和
三
・
一
一
了
七
民
三
列
磯
襲
蓋
民
集
七
省
二
親
九
八
J

」

f
頁
強
制
執
行
異
議
事
件
、
制
問
例
民
事
法
一

O
加
藤
正
治
」

和
解
調
書
に
基
き
家
屋
を
牧
去
し
宅
地
を
明
渡
す
べ
き
義
務
あ
る
も

資

C 
の
か
ら
そ
の
家
屋
を
譲
受
け
た
も
の
に
針
す
る
執
行
文
の
付
輿
ち
申
請
し
た

事
件
に
つ
き
、

「
A
ハ
昭
和
三
年
五
月
十
日
限
日
係
争
地
ノ
占
有
ヲ
解
キ
之
ヲ
抗
告
人
-
一

移
輔
ス
ヘ
キ
そ
ノ
ニ
シ
テ
之
ガ
方
法
ト
シ
テ
該
地
上
ノ
家
屋
ヲ
牧
去
ス
ヘ
キ

義
務
ア
ル
コ
ト
明
ナ
リ
然
リ
而
シ
一
ア
B
ハ
A
ヨ
リ
右
地
上
ノ
家
屋
ヲ
譲
受
グ

係
等
地
ヲ
占
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
即
チ
係
争
地
-
一
劉
ス
ル
A
ノ
占
有
ヲ
承
纏

ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
民
事
訴
訟
法
第
二
百
一
線
第
一
項
ニ
所
謂
承
描
人
ニ

診
著
シ
抗
告
人
ハ
同
法
際
及
第
二
百
三
係
第
四
百
九
十
七
際
ノ
一
ア
規
定
ニ

基
キ
抗
告
人
ト
A
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
和
解
ノ
執
行
文
付
輿
ヲ

B
ニ
封
シ
テ
諸

求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
(
糊
瑚
阻
卦
剛
一
位
↑
畑
一
鳩
…
ト

四
一
五
頁
書
記
ノ
成
分
=
封
ス
ル
異
議
申
立
却
下
決
定
ユ
封
ス
ん
抗
告
事
件
、
J

刷
円
例
民
事
法
四
一
一
波
子
一
一
許
咽
師
、
法
草
論
議
二
四
各
回
統
山
田
正
三
評
寝
」

D

建
物
政
去
土
地
明
渡
の
和
解
調
書
上
の
義
務
あ
る
も
の
か
ら
和
解
成

立
前
に
そ
の
建
物
を
賃
借
し
た
も
の
に
鈎
し
て
執
行
文
付
輿
を
申
請
し
た
事

件
に
つ
き
、
こ
の
も
の
は
、
賃
貸
借
の
時
期
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
債
務
名
義

の
効
力
を
受
け
る
と
い
う
再
抗
告
理
由
に
釣
し
、

「
民
事
訴
訟
法
第
二
百
一
僚
に
所
謂
其
ノ
者
ノ
篤
請
求
ノ
目
的
物
ヲ
所
持

ス
ル
者
ト
ハ
確
定
判
決
ノ
賞
事
者
叉
ハ
口
頭
瀞
論
終
結
後
ノ
承
縫
人
ノ
穏

- .50ー

請
求
ノ
目
的
物
ヲ
所
持
ス
ル
者
ヲ
謂
プ
モ
ノ
ニ
シ
テ
自
己
ノ
櫨
利
ニ
基
キ
自

己
ノ
億
ニ
之
ヲ
所
持
ス
ル
者
ハ
之
ニ
包
含
宅
ザ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ベ
グ
従
吋
ノ
テ

確
定
判
決
ト
同
て
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
調
書
ユ
記
載
ス
ル
裁
判
上
ノ
和
解
ノ
効

カ
ノ
如
キ
自
己
ノ
篇
ニ
ス
ル
所
持
者
ニ
針
シ
テ
ハ
英
ノ
効
力
ヲ
及
ボ
サ
サ
ル

モ

ノ

ト

ス

」

(

爵

主

主

思

議

連

主

側

描

ぶ

一

一

読

誇

一

語

法
事
訪
韓
二
八
怨
四
J

貌
山
田
正
三
評
寝
」

E

延
滞
賃
糾
不
梯
を
係
件
と
す
る
建
物
政
去
土
地
明
波
の
和
解
調
書
上

の
義
務
あ
る
も
の

(
B
)
か
ら
建
物
所
有
穏
と
土
地
賃
借
櫨
と
を
譲
受
け
た
も

の
(
C
)
に
封
し
、
譲
渡
人
(
B
)
が
延
滞
貨
斜
を
期
限
ま
で
に
耕
輔
伺
し
な
い
の

で
な
さ
れ
た
土
地
明
渡
の
執
行
に
釣
す
る
執
行
文
付
奥
異
議
事
件
に
お
い

て、

C
が
買
取
誇
求
を
、
賃
借
権
存
績
中
に
な
し
た
か
ら
、
完
全
に
効
力
を

有
し
て
い
る
と
い
う
主
張
に
釘
し

「
B
、
A
ト
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
蹴
ニ
右
譲
渡
前
原
判
示
ノ
如
キ
燦
件
附
ナ
ル

裁
判
上
ノ
和
解
成
立
γ
居
レ
ル
ヲ
以
一
ア
此
ノ
和
解
ノ
拘
束
力
ハ
承
纏
人
タ
ル

C
ニ
及
フ
ヘ
キ
関
係
自
ラ
存
ス
ル
次
第
ニ
シ
テ
従
テ
若
シ
其
ノ
和
解
ノ
係
件

成
就
シ

B
ニ
執
行
力
ア
ル
宅
地
ノ
明
渡
義
務
後
生
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
該
義
務
ニ

伶
プ
不
利
盆
そ

C
Z
及
7

へ
キ
ハ
嘗
然
ノ
蹄
結
ナ
ル
ヲ
以
一
ア
俵
令
右
義
務
愛

生
前
C
ニ
於
テ
相
手
方
ノ
借
地
権
譲
渡
不
承
諾
ヲ
理
由
ト
シ
テ
同
人
ニ
針
シ



地
上
建
物
ノ
買
取
ヲ
請
求
ス
ル
モ
、
英
ノ
請
求
タ
ル
既
成
ノ
和
解
ニ
於
ケ
ル

ト
同
様
ニ
際
件
附
ケ
ラ
レ
芙
ノ
不
利
符
ナ
ル
影
響
ヲ
蒙
ム
ル
コ
ト
ヲ
免
レ
得

サ
ル
モ
ノ
ニ

γ
テ
英
ノ
燦
件
成
就
ノ
場
合
ニ
ハ
・
買
取
請
求
ノ
効
ナ
キ
ニ
至
ル

モ
亦
日
ム
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
リ
ト
ス
」
(
町
山
市
川
庄
一
昨
一
日
夜
υ

賊
諸
…
刊
に
紅
一
世
ト
ト

事
件
、
河
例
民
事
法
ご
ユ
二
川
町
式
玄
評
躍
、
/

民
商
法
雑
誌
一
谷
五
現
繋
師
寺
正
光
評
樫
」

F

所
有
権
確
認
の
訴
の
第
一
審
係
麗
中
に
、
所
有
地
の
境
界
を
協
定
し

て
成
立
し
た
和
解
の
無
効
を
理
由
と
し
て
申
立
て
ら
れ
た
前
訴
の
績
行
期
日

に
お
い
て
和
解
の
無
効
の
主
張
を
認
容
し
た
中
間
判
決
が
，
争
賠
と
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
蛍
吾
に
踊
れ
ず
に
な
さ
れ
た
第
二
審
の
終
局
判
決
に
劃
し

て
上
告
が
提
出
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て

「
裁
判
上
ノ
和
解
カ
有
効
ニ
成
立
シ
タ
ロ
ヤ
否
ハ
職
纏
調
査
事
項
-
一
層
セ

訴訟上の和解に関する判例

サ
ル
ヲ
以
一
ア
蛍
事
者
カ
控
訴
審
ニ
於
テ
之
ヲ
無
効
ト
宣
言
シ
タ
ル
第
一
饗
ノ

中
間
判
決
ヲ
前
提
ト
シ
テ
鱈
サ
レ
タ
ル
終
局
判
決
ノ
質
否
ニ
付
一
ア
ノ
詩
論
ヲ

篤
シ
宅
モ
右
裁
判
上
/
和
解
ノ
有
効
無
効
ヲ
字
熟
ト
億
サ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
控

訴
裁
判
所
カ
進
ン
テ
韓
関
櫨
ヲ
行
使
シ
テ
裁
判
上
ノ
和
解
ノ
有
効
無
効
-
一
付

テ
更
ニ
審
理
ヲ
偲
サ
ス
旦
英
ノ
終
局
判
決
ノ
理
由
中
ニ
し
第
一
審
ニ
於
ケ
ル
中

間
判
決
ノ
嘗
否
ノ
判
断
ヲ
僑
サ
サ
ル
モ
之
ヲ
違
法
ノ
慮
震
ト
倣
ス
ヘ
キ
ニ
非

ス
蓋
シ
第
一
一
番
ノ
中
間
判
決
ノ
目
的
ト
篤
リ
タ
ル
裁
判
上
ノ
和
解
カ
有
効
ニ

成
立
シ
グ
リ
ヤ
否

ι
闘
シ
控
訴
裁
判
所
ノ
剣
勝
ヲ
受
グ
ル
カ
如
キ
コ
ト
ハ
首

事
者
/
有
効
ニ
…
拠
棄
シ
得
ヘ
キ
事
項
ニ
一
嵐
ス
ル
ヲ
以
テ
営
事
者
カ
此
ノ
馳
-
一

付
敢
一
ア
不
服
ヲ
主
張
セ
ス
旦
攻
撃
防
禦
ノ
方
法
ヲ
議
セ
サ
リ
シ
以
上
控
訴
裁

判
所
ハ
此
ノ
酷
ニ
付
審
理
ヲ
重
ヌ
ル
必
要
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
」
(
蜘
羽
生

F
E一
一
日

谷
四
続
三
二
四
員
土
地
所
有
犠
確
認
讐
講
求
J

事
件
、
邦
例
民
訴
訟
一

O
九
粂
子
一
一
許
震
」

土
地
所
有
者
A
と
建
物
所
有
の
た
め
の
土
地
賃
借
入
B
と
の
聞
に
、

G 
賃
料
の
支
梯
を
六
ヶ
月
滞
っ
た
と
き
は
右
賃
貸
借
契
約
は
何
等
の
意
思
表
示

を
要
し
な
い
で
醤
然
解
除
と
な
る
旨
の
僚
項
を
含
む
和
解
成
立
し
、
そ
の
後

B
は
そ
の
建
物
を
C
に
賢
り
、

C
は、

D
と
E
に
そ
の
建
物
を
賃
借
し
、
そ

の
後
一
て
の
建
物
を
C
か
ら
F
が
質
っ
て
そ
の
F
が
賃
料
を
六
ヶ
月
以
上
延
滞

し
た
の
で
、

A
は
D
E
を
和
解
調
書
に
お
け
る
債
務
者
の
特
定
承
継
人
と
し

て
、
向
調
書
正
本
に
執
行
文
の
付
輿
を
受
け
、
こ
れ
に
基
き
D
E
に
封
し
て

家
屋
田
波
の
強
制
執
行
を
し
た
の
で
、

D
E
が
請
求
異
議
の
訴
を
起
し
た
事

件
に
お
い
て
、

D
E
の
敷
地
占
有
は
建
物
占
有
の
効
果
で
C
か
ら
敷
地
の
占

有
を
承
描
惜
し
た
の
で
は
な
い
、
民
訴
五
一
九
際
一
項
に
い
わ
ゆ
る
「
債
務
者

ノ
一
般
ノ
承
継
人
」
に
は
特
定
承
纏
人
は
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
上
告
理
由

に
封
し一
裁
判
上
の
和
解
に
よ
り
建
物
を
牧
去
し
そ
の
敷
地
た
る
土
地
を
明
渡
す
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ベ
き
義
務
の
あ
る
者
か
ら
建
物
を
借
受
け
建
物
の
敷
地
た
る
土
地
を
占
有
す

る
者
は
民
訴
γ
一
O
一
候
一
項
に
い
わ
ゆ
る
承
纏
人
と
解
す
る
を
相
賞
と
す



料
る
:
:
」
一
民
訴
冗
↑
九
係
一
項
は
「
執
行
力
ア
ル

E
木
戸
判
決
ニ
表
示
シ
タ
ル
債

資

権
者
ノ
承
継
人
ノ
鱈
ニ
之
ヲ
付
輿
シ
叉
ハ
判
決
-
一
表
示
シ
タ
ル
債
務
者
ノ
一

般
ノ
承
纏
人
ニ
釘
シ
之
ヲ
付
奥
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
す
る
か
ら
債
務
者

の
承
継
人
に
つ
い
て
は
一
般
の
承
継
人
に
到
し
て
の
み
執
行
文
を
附
興
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
特
定
承
躍
人
に
劃
し
て
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
占
め
る

よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
民
訴
二

O
一
二
係
、
二

O
一
僚
に
よ
っ
て

和
解
調
書
の
効
力
は
債
務
者
の
特
定
承
継
人
に
及
ぶ
の
で
あ
り
民
訴
四
九
七

僚
の
二
の
規
定
に
基
き
和
解
調
書
の
効
力
の
及
ぶ
特
定
承
継
人
に
鈎
し
で
も

執
行
文
の
付
輿
を
誇
求
し
得
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
民
訴
五
一
九
係
に

お
い
て
債
務
者
の
承
継
人
を
一
般
の
承
纏
人
に
限
る
と
い
う
こ
と
も
前
示
民

訴
二
心
一
ニ
係
、
二

O
一
係
、
四
九
七
僚
の
二
等
の
規
定
に
準
捜
し
て
自
ら
判

決
の
効
力
の
及
ぶ
特
定
承
躍
人
を
含
む
趣
旨
に
修
正
し
て
解
緯
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
」
(
棚
担
任
問
丸
一
色
一
車
問
に
む
即
時
糊
)

3

醤
法
時
代
の
判
例
(
惣
阻
止
十
一
か
が
耐
性
一
局
一
も
)
は
明
ら
か
に
、
和
解
に

既
判
力
を
認
め
な
い
。
が
、
現
行
法
下
の
判
例
は
、
和
解
に
既
判
力
が
あ
る

こ
と
を
前
提
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
判
決
の

既
判
力
の
主
観
的
範
園
を
規
定
し
た
民
訴
法
二

O
一
僚
を
、
和
解
に
適
用
し

て
い
る
か
ら
で
お
る
。

和
解
調
弁
上
の
詩
求
に
封
ず
る

異
議
と
民
訴
法
五
四
五
僚
二
項
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1 

問
題

前
掲
の
よ
う
に
判
例
に
よ
れ
ば
、
和
解
調
書
上
の
誇
求
に

射
し
ア
一
、
請
求
に
閲
す
る
異
議
の
訴
が
提
起
さ
れ
う
る
が
、
異
議
は
遅
く
と

も
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
を
要
す
る
口
頭
縛
論
の
終
結
後
に
其
原
因
を
生
じ

た
る
と
き
に
限
り
之
を
許
す
と
い
う
判
決
に
よ
り
確
定
し
た
請
求
に
闘
す
る

異
議
に
釣
I
V
て
加
え
ら
れ
た
制
限
は
、
和
解
上
の
諮
求
に
闘
す
る
異
議
に
も

適
用
が
あ
る
か
。

2 

判
例

A 

一一一

2
B
事
件
に
お
い
て

「
・
・
和
解
ニ
付
直
ニ
(
民
訴
法
五
四
五
僚
二
項
の
如
き
)
判
決
ノ
執
行

カ
排
除
ニ
特
有
ナ
ル
制
限
ヲ
擬
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ヤ
明
ニ
シ
テ
此
ノ
事
ハ
民
事

訴
訟
法
五
六
二
係
三
項
(
か
ら
も
察
知
し
う
べ
く
)
民
事
訴
訟
法
五
四
五
篠

二
項
ノ
制
限
ハ
和
解
調
書
ニ
劉
ス
ル
詩
求
異
議
ノ
訴
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
適
用
ス

へ
カ
ラ
ス
」
(
班
点
…
蜘
一
一
一
件
)

九
2
E
事
件
に
お
い
て

B 
「
裁
判
上
ノ
和
解
ニ
封
ス
ル
請
求
異
議
ノ
訴
ニ
於
テ
ハ
判
決
ニ
針
ス
ル
誇

求
ニ
閥
ス
ル
累
積
ト
具
リ
異
議
ノ
原
因
カ
遅
グ
ト
モ
異
議
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト



ヲ
要
ス
ル
口
頭
癖
論
ノ
終
結
後
-
一
生
シ
タ
ル
ー
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
カ
餌
キ
蹴

限
ニ
従
ア
要
ナ
キ
モ
ノ
」
(
哨
4
4
4ト
問
仲
)

3

措
置
法
時
代
の
判
例
A
が
、
和
解
に
民
訴
法
五
四
五
修
二
項
を
遊
間
す

る
こ
と
を
否
定
し
た
の
は
、
五
四
五
際
二
項
の
制
限
が
既
判
力
に
基
く
も
の

で
あ
り
、
し
か
し
て
和
解
に
既
判
力
が
な
い
か
ら
と
考
ど
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
行
法
の
下
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
判
例
は
和
解
に
既
判
力
を
認

め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
五
四
五
僚
二
項
の
遮

mを
否
定
し

て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
判
例
B
の
事
件
が
、
和
解
の
無
効
を
主
張
し

た
事
件
で
あ
り
、
判
例
は
、
無
効
の
和
解
に
は
既
判
カ
が
な
い
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四

和
解
調
書
と
民
訴
七
三
六
僚

訴訟上の和解に関する判例

1 

問
題

一
定
の
意
思
表
示
を
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
和
解
が

成
立
し
た
場
合
、
そ
の
強
制
執
行
に
民
訴
法
七
三
六
僚
の
週
間
が
あ
る
か
ο

2 

判
例

「
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
裁
判
外
ニ
於
テ
成
立
シ
タ
ル
取
引
ヲ
裁
判
所
-
一

報
告
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
裁
判
所
ノ
面
前
ニ
於
テ
篤
ス
所
ノ
取
引
ナ
ル
カ

A 
故
ニ
裁
判
所
ハ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
奥
へ
以
テ
醸
昧
ナ
ル
貼
ヲ
分
明
ニ
γ
法
律

上
ノ
要
件
ヲ
具
ヘ
サ
ル
黙
ヲ
椅
正
セ
シ
ム
ル
等
英
ノ
取
引
ヲ
シ
テ
成
可
グ
無

症
タ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
ハ
嘗
然
ノ
務
ナ
リ
ト
蜂
モ
而
モ
裁
判
上
ノ
和
解
ハ
其
ノ
夜

引
ノ
内
容
ト
関
係
ア
ル
貼
ニ
付
一
々
英
ノ
事
寅
ト
吻
合
ス
ル
コ
ト
ノ
心
詮
ヲ

裁
判
所
ニ
奥
ア
ル
コ
ト
ニ
依
ヅ
テ
始
メ
す
有
効
ニ
成
立
ス
ト
一
以
ア
モ
ノ
ニ
界

サ
ル
ヲ
以
テ
結
局
和
解
調
書
ナ
ル
モ
ノ
ハ
如
何
ナ
ル
取
引
ヲ
鰐
シ
タ
リ
ヤ

ト
ノ
コ
ト
自
健
ヲ
謹
明
ス
ル
官
文
書
ト
一
五
ア
ヲ
得
ル
ニ
止
マ
リ
夫
以
上
ノ
事

賓
ヲ
設
明
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
和
解
ハ
判
決
ト
同
様
ノ
執
行
力
ア
レ
ド
モ
意

思
支
一
一
小
ヲ
鱈
ス
ヘ
キ
義
務
ニ
付
主
〈
/
執
行
名
義
ト
億
リ
得
ル
ノ
効
力
ヲ
附
輿

セ
ラ
レ
サ
ル
コ
ト
ハ
斯
ル
義
務
ノ
執
行
方
法
ヲ
規
定
シ
タ
ル
民
訴
七
三
六
僚

ハ
特
ニ
剣
山
比
ヲ
ノ
ミ
拘
束
ス
ル
コ
ト
ニ
徴
シ
明
カ
ナ
リ
同
僚
ハ
特
ニ
判
決
ノ

ミ
ヲ
拘
束
セ
ル
ハ
極
メ
テ
鄭
重
ナ
ル
審
理
ノ
下
-
一
一
時
サ
ル
ル
判
決
ニ
ノ
ミ
之

ヲ
認
メ
タ
ル
趣
旨
ナ
リ
不
動
産
登
記
法
二
七
燦
ニ
判
決
ト
ア
ル
ハ
右
七
三
六

際
ノ
一
遮

m-一
一
過
キ
サ
ル
カ
故
ニ
登
記
官
吏
ニ
釘
シ
登
記
申
請
ニ
必
要
ナ
ル

意
思
ノ
陳
述
ヲ
話
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
ニ
止
マ
ル
和
解
ノ
如
キ
ハ
右
不

動
産
登
記
法
修
ニ
包
含
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
(
一
軒
下
一
一
昨
ル
飢
忠
明
一
一
号
掃
討
)

和
解
調
書
の
正
本
に
基
く
申
請
に
基
き
登
記
を
な
し
た
こ
と
に
針
す

B 
る
抗
告
事
件
に
つ
い
て
、
和
解
調
書
に
基
く
執
行
に
は
、
民
訴
七
三
六
係
の

週
刊
は
な
レ
と
す
る
抗
告
理
由
に
鈎
し
て
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一a
e

若
シ
和
解
調
一
五
百
ノ
記
載
カ
債
務
者
-
一
%
シ
資
記
手
績
ヲ
命
シ
タ
ル

場
合
ニ
於
-
ア
ハ
債
権
者
ρ

之
ニ
基
キ
申
請
書
三
和
解
調
書
ノ
正
本
ヲ
添
附
シ



料

皐
猫
ニ
テ
調
書
記
敷
ノ
如
キ
登
記
手
掛
胴
ノ
申
請
ヲ
鰐
シ
得
ヘ
グ
此
場
合
債
務

資

者
ニ
登
記
手
緩
ヲ
命
シ
タ
ル
和
解
調
書
ノ
強
制
執
行
ト
シ
テ
之
ヲ
鱈
ス
コ
ト

ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
従
テ
債
務
者
ニ
意
思
ノ
表
示
ヲ
鰐
ス
ベ
キ
コ
ト

ヲ
命
ジ
タ
ル
和
解
調
書
ハ
債
楼
者
ニ
於
一
ア
民
訴
法
七
三
六
係
ニ
依
リ
強
制
執

行
ヲ
符
シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
ハ
、
英
ノ
意
思
表
示
カ
登
記
手
績
ニ
関
ス
ル

限
リ
論
議
ノ
要
ナ
キ
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
」
(
諸
説
一
一
恥
一
一
一
一
七
一
一
一
白
紙
ト
議
一
岬
融
ト

タ
ル
底
分
三
封
ス
ル
抗
告
事
件
、
制
問
例
民
事
法
一
五
五
山
田
J

愚
評
襲
、
民
商
法
雑
誌
一
容
一
O
三
O
頁
中
村
宗
雄
評
程

L

3 

判
例
A
と
判
例
B
は
相
反
し
て
い
る
。
前
者
は
護
法
時
代
の
判
例
で

あ
り
、
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